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令和４年１１月１０日

地域振興部 文化・市民活動課

みやざきアートセンターの指定管理者候補者の選定結果

みやざきアートセンターの指定管理者については、次のとおり候補となる団体を選定しま

した。

なお、選定された団体を指定管理者とする議案が、令和４年１２月議会で可決された場合

には、同団体が指定管理者として、本施設の管理運営にあたることとなります。

1.指定管理者候補者の概要

(1)団体の名称 みやざき文化村

・代表構成員：特定非営利活動法人 宮崎文化本舗

理事長 石田 達也

・構成員：特定非営利活動法人 みやざき子ども文化センター

代表理事 片野坂 千鶴子

(2)主たる事務所の所在地

・特定非営利活動法人 宮崎文化本舗

宮崎市鶴島二丁目９番６号

・特定非営利活動法人 みやざき子ども文化センター

宮崎市江平西一丁目５番１１号 江平ビル１０５号

(4)設立年月日

・特定非営利活動法人 宮崎文化本舗

平成 12 年 10 月 10 日

・特定非営利活動法人 みやざき子ども文化センター

平成 12 年 9 月 25 日

(5)事業概要

〇特定非営利活動法人 宮崎文化本舗

・映画上映会、講演会、音楽会、演劇活動等の文化活動の企画・運営、コーディネー

ト事業

・市民活動及び、コミュニティ・ビジネスの活性化に関する企画・運営、コーディネ

ート事業

・ボランティア活動のネットワーク化に関する調査・研究・コーディネート・広報・

啓発事業

・出版事業と ITを活用した情報発信

・多目的ホールの運営による場の提供

・その他目的を達成するために必要な事業

〇特定非営利活動法人 みやざき子ども文化センター
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・子どもの自主的な活動と社会参画への支援事業

・舞台芸術、表現活動に関する普及事業

・子どもの権利条約の実現に関する推進事業

・子どもと文化に関する研究、人材育成、講演会などの企画運営事業

・子育てに関する支援事業

・子どもの文化の発信と、子どもと文化に関する市民組織とのネットワークづくり

・その他、この法人の目的達成のために必要な事業

(6)資本金又は基本財産

・特定非営利活動法人 宮崎文化本舗：０円 ※特定非営利活動法人のため

・特定非営利活動法人 みやざき子ども文化センター：０円 ※特定非営利活動法人のた

め

(7)従業員数

・特定非営利活動法人 宮崎文化本舗：36 人 パート・アルバイト 17 人

・特定非営利活動法人 みやざき子ども文化センター：95 人

2.指定期間（予定）

令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで（５年間）

3.施設及び業務の概要

(1)施設概要

① 施設名

みやざきアートセンター

② 所在地

宮崎市橘通西三丁目３番２７号

③ 施設規模等

アートセンタービル（鉄骨鉄筋コンクリート造）地上６階のうち３～５階、６階屋上

の一部

延べ床面積 約 2,850 ㎡

(2)業務概要

① 事業の運営に関する業務。

② 施設の貸出に関する業務。

③ 利用料金に関する業務。

④ 施設の管理運営に関して市が必要と認める業務。

⑤ 施設の維持管理に関する業務。

⑥ その他の業務

(3)現在の管理方法

指定管理者 みやざき文化村（平成 30年 4 月 1 日から令和 5年 3月 31 日まで））
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4.事業計画の概要

別紙「事業提案概要書」のとおり。

※ 別紙「事業提案概要書」は、あくまで指定管理者候補者から選定に当たり示された内

容であり、実際に行う事業の計画は、指定後に市と当該団体との間で協議の上、決定し

ます。

5.収支計画の概要

■収入 （単位：千円）

■支出 （単位：千円）

※ 上記の収支計画は、あくまで指定管理者候補者から選定に当たり示された内容であり、

最終的な収支計画（指定管理料を含む。）は、指定後に市と当該団体との間で協議の上、

決定します。

■参考

令和３年度管理運営費収支決算

［収入］ １２３，０４２千円

・指定管理料 ８９，５８９千円 ・主催事業 ２４，４３５千円

・利用料金 ８０３千円 ・自主事業等 ８，２１５千円

項 目 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 5ヵ年合計

指定管理料 90,000 105,000 93,000 95,000 97,739 480,739

利用料金 700 700 700 700 700 3,500

主催事業収入 75,000 100,560 80,000 82,000 84,000 421,560

そ の 他 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 40,000

収入合計 173,700 214,260 181,700 185,700 190,439 945,799

項 目 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 5ヵ年合計

人 件 費 66,775 67,436 68,961 70,391 71,852 345,415

事 業 費 80,058 119,100 85,262 86,600 89,038 460,058

施設管理費 3,090 3,290 3,490 3,690 3,890 17,450

光熱水費 6,000 6,300 6,600 6,900 7,200 33,000

事 務 費 9,326 10,386 9,326 9,326 9,326 47,690

そ の 他 8,451 7,748 8,061 8,793 9,133 42,186

支出合計 173,700 214,260 181,700 185,700 190,439 945,799
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［支出］ １２３，５３０千円

・人件費 ６４，２６３千円 ・事業費 ３９，２９７千円

・維持管理費 ６，０４６千円 ・委託費 ２，１４５千円 ・事務費 ５，０４５千円

・その他 ６，７３４千円

※上記は、指定管理者からの事業報告に基づき、市の指定管理料積算項目に再配分したも

のです。

②施設利用者等実績

＜令和３年度の主な主催事業実績＞

6.選定結果の概要

(1)公募の概況

①応募団体

みやざき文化村

②募集日程

要項及び申請書類様式の配布 令和 4年 7月 15 日

質問の受付（第 1次） 令和 4年 8月 1日～8月 5日

区 分 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度

施設総利用者数（人） 90,164 206,249 28,077 54,041

部 屋 利 用 率

アートスペース 1 97.5% 97.9% 59.4% 88.5%

アートスペース 2 97.4% 97.8% 59.5% 87.2%

アートスペース 3 97.4% 97.8% 59.5% 87.2%

創作アトリエ 57.5% 63.1% 71.1% 65.1%

多目的室 97.4% 97.9% 68.9% 88.6%

事 業 名 実施期間
来館者数

（人）

和巧絶佳展 令和時代の超工芸 3/20～5/5 2,576

なばたとしたか こびとづかんの世界展 7/17～8/29 10,488

羽生結弦展 共に、前へ 9/18～10/11 2,056

大暮維人展 12/4～1/10 2,568

アートボックス 1/22～2/13 681

まちなかアートスタジオ 15 講座

－

通年 126
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質問の回答 令和 4年 8月 12 日

提出書類の受付（第 1次） 令和 4年 8月 19 日

質問の受付（第 2次） 令和 4年 8月 22 日～8月 26 日

質問の回答 令和 4年 9月 2日

提出書類の受付（第 2次） 令和 4年 9月 12 日

書類審査等 令和 4年 9月 13 日～9月 29 日

ヒアリングの実施 令和 4年 9月 30 日

(2)宮崎市施設指定管理者候補者選定委員会（みやざきアートセンター）

（敬称略）

(3)選定の概況

ア 選定理由

宮崎市施設指定管理者候補者選定委員会（みやざきアートセンター）において、

申請者からの応募書類及びヒアリングをもとに、「宮崎市公の施設に係る指定管理者

の指定の手続等に関する条例」で定める次の基準により、総合的に審査を行った。

① 事業計画書に基づく当該施設の運営が市民の平等な利用を確保するものである

こと

② 事業計画書の内容が当該施設の設置目的を最も効果的に達成するものであるこ

と

③ 事業計画書の内容が当該施設の管理に係る経費の縮減を図るものであること

④ 事業計画書に沿った管理を安定して行うための十分な能力を有しているもので

あること

その結果、事業計画において、様々な世代が対象とされており、市制 100 周年も

意識したバランスの良い企画が提案されている。また、商店街との連携など中心市

街地に立地する意義や、まちづくりに対する意欲と計画性が確認できる提案内容で

あることから、「みやざき文化村」が当該選定基準に適合していると認められたため、

当該団体を指定管理者候補者に選定した。

役 職 等 氏 名

委員長 宮崎公立大学 人文学部 准教授 森津 千尋

委 員 宮崎市芸術文化連盟 役員 熊元 一徳

〃 宮崎大学 教育学部 講師 樺島 優子

〃 宮崎市地域振興部長 山内 良昭

〃
宮崎市 観光商工部 商業政策課

まちなか活性化室長
長友 由美
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イ 審査結果一覧

選定の基準
満点

（配点×委員数）

最低

基準点

候補者

みやざき文化村

①当該施設の運営が、市民の平等な利

用を確保するものであること
150 123

②当該施設の設置目的を最も効果的に

達成するものであること（重要基準）。
400

240

（満点×60％）
314

③当該施設の管理に係る経費の縮減を

図るものであること
150 116

④管理を安定して行うための十分な能

力を有しているものであること
150 110

⑤安全管理に対する対応
50 40

⑥労働福祉の状況及び環境保護
100 75

⑦合計得点 1,000
600

（満点×60％）
778

選定委員会における多数決の結果 5／5名

【参考】提案金額 480,739 千円


